
記入例１（個人用）

※一宮市外において住民票上同一世帯の親族である場合には、

申請日当日の住民票か委任状をご持参ください。

※同じ住所であっても世帯分離等で世帯が分かれている場合や、

住民票上同一世帯の親族でない場合 には委任状をご持参ください。

※土地家屋の所有者が死亡している場合には、所有者（被相続人）の

死亡日と相続関係が 確認できる書類（戸籍謄本等）の提示が必要です。

※証明書の種類によって記載される内容が異なります。

種類が不明な場合は資産税課へお問い合わせください。

※年の途中で取得された土地、家屋についての証明書を

申請する場合には、所有権移転が分かる登記事項証明書等

の提示が必要です。


